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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年11月 7日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、投資

顧問会社の異動などに伴ない、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書

を提出します。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容

は原届出書が更新されます。なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」および

「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２　ファンドの現況」は原届出書の更新後の内容を記

載しています。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞

③　ファンドの特色
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（３）【ファンドの仕組み】

＜更新後＞

①　ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資

制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

※3 投資顧問会社から株式、債券などの有価証券に対する投資判断についての助言（有価証券の種類、銘柄、

数量、売買時期の判断など）を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言

を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。

＜更新後＞

 

②　委託会社の概況（平成26年10月末現在）

１）資本金

17,363百万円

２）沿革

昭和34年：日興證券投資信託委託株式会社として設立

平成11年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更

３）大株主の状況

名　　称 住　　所 所有株数 所有比率

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％

DBS Bank Ltd.
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building

Tower One, Singapore 068809
14,283,400株 7.24％

 

２【投資方針】

（２）【投資対象】
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＜更新後＞

◆投資対象とするマザーファンドの概要

＜エマージング株式マザーファンド＞

運用の基本方針

 基本方針 新興国の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用

を行ないます。

主な投資対象 新興国の企業が発行する金融商品取引所上場株式（預託証券およびカント

リーファンドなどを含みます。）を主要投資対象とします。

投資方針 ・主として、金融商品取引所に上場されている新興国の株式（預託証券お

よびカントリーファンドなどを含みます。）に投資を行ない、中長期的

な信託財産の成長をめざします。

・原則として、新興10ヵ国に均等割合で投資を行ないます。新興国毎の投

資にあたっては、トータル・リスクを各国の株式市場リスクと同程度に

コントロールしながら、各株式市場の動きを概ね捉えることをめざしま

す。

・株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。

・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引など

を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物

取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外

国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産

総額を超えることがあります。

・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ

んが、市況環境などを勘案して為替ヘッジを行なうことがあります。こ

の場合、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨に

より為替ヘッジを行なうこともあります。

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、

残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情

が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割

合には、制限を設けません。

・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。

・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める

ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額

を超えないものとします。

・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス

ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ

ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え

ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則

に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

収益分配 収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

 信託報酬 ありません。

申込手数料 ありません。

信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
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その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費

用、信託財産に関する租税など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社

受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

投資顧問会社 日興アセットマネジメント アジア リミテッド（投資助言）

信託期間 無期限（平成19年８月31日設定）

決算日 毎年８月８日（休業日の場合は翌営業日）

 

（３）【運用体制】

＜更新後＞

＜日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）における運用体制＞
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※上記体制は平成26年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（５）【投資制限】

＜訂正前＞

①　約款に定める投資制限

＜エマージング10＞

１）～15）（略）

※2014年12月1日以降、以下の投資制限が追加となります。

16）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
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により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

＜エマージング株式マザーファンド＞

１）～14（略）

※2014年12月1日以降、以下の投資制限が追加となります。

15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法

により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

＜訂正後＞

①　約款に定める投資制限

＜エマージング10＞

１）～15）（略）

16）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法

により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

＜エマージング株式マザーファンド＞

１）～14（略）

15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法

により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー

ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場

合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ

ととします。

３【投資リスク】

＜更新後＞

（２）リスク管理体制

＜日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）におけるリスク管理体制＞
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■全社的リスク管理

当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモ

ニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況およびリスク管理状況に

ついては、リスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上

取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。本委員会およびその部門別委員会においては、各

種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングとその報告に加えて、重

大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努めております。

■リスク・パフォーマンスの評価・分析とリスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ない

ます。運用パフォーマンスおよびリスクに係る評価と分析の結果については運用分析会議に報告し、リスク

管理状況についてはリスク監督委員会あるいはその部門別委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策

策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った

運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

■法令など遵守状況のモニタリング

運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、リスク管理／コンプライアンス業務担当

部門が管理を行ないます。問題点についてはリスク管理／コンプライアンス関連の委員会に報告され、必要

に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。

※上記体制は平成26年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

＜更新後＞
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

 

東証株価指数（TOPIX、配当込）

当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考

慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま

す。

 

MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し

たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

 

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので

す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

 

NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債

当指数は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指

数です。なお、当指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属し

ます。
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シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

当指数は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で

加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup

Index LLC に帰属します。

 

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に

した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC

に帰属します。

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

＜更新後＞

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお

問い合わせください。

・販売会社における申込手数料率は3.24％（税抜３％）が上限となっております。

・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得

た額とします。

・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は

かかりません。

・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、

販売会社にお問い合わせください。

※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス

トの対価です。

（３）【信託報酬等】

＜更新後＞

①　信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.782％（税抜1.65％）の率

を乗じて得た額とします。

②　信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

合計 委託会社 販売会社 受託会社

1.65％ 0.81％ 0.75％ 0.09％

 

委託会社 委託した資金の運用の対価

販売会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供

などの対価

受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

 

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払いま

す。

③　支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに、信
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託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

＜訂正前＞

 

＊売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ

ないため、表示することができません。

 

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

なりますので、表示することができません。

＜訂正後＞

 

※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

＊売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ

ないため、表示することができません。

 

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適

用対象です。

①　個人受益者の場合

１）収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％

および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ

かを選択することもできます。

２）解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）
＊
については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ

び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴

収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地

方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま

す。）を控除した利益

※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益および

上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、解

約時および償還時の差益（譲渡益）および普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）

については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した

公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれ

るのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象

となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②　法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について

は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された

税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③　個別元本

１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ

ん。）が個別元本になります。

２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した

値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法

が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元

本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

２）受益者が収益分配金を受け取る際

イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場

合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益

分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から

元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益

者の個別元本となります。

※上記は平成26年12月26日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱い

が変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧

めします。

５【運用状況】

【エマージング１０】

以下の運用状況は2014年10月31日現在です。
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・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 660,268,990 97.59

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 16,312,304 2.41

合計（純資産総額） 676,581,294 100.00
 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国・

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

日本 親投資信託受
益証券

エマージング株式マザーファンド 697,221,743 0.8999 627,429,847 0.9470 660,268,990 97.59

 

ロ.種類別の投資比率
 

 

種類 投資比率(％)

親投資信託受益証券 97.59

合　　計 97.59
 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

該当事項はありません。
 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

第1特定期間末 (2008年 2月 8日) 3,628 3,652 0.9237 0.9297

第2特定期間末 (2008年 8月 8日) 3,323 3,346 0.8632 0.8692

第3特定期間末 (2009年 2月 9日) 1,300 1,311 0.3700 0.3730

第4特定期間末 (2009年 8月10日) 2,112 2,132 0.6171 0.6231
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第5特定期間末 (2010年 2月 8日) 1,858 1,877 0.6008 0.6068

第6特定期間末 (2010年 8月 9日) 1,769 1,786 0.6274 0.6334

第7特定期間末 (2011年 2月 8日) 1,605 1,621 0.6383 0.6443

第8特定期間末 (2011年 8月 8日) 1,280 1,287 0.5706 0.5736

第9特定期間末 (2012年 2月 8日) 1,117 1,121 0.5619 0.5639

第10特定期間末 (2012年 8月 8日) 1,001 1,004 0.5316 0.5336

第11特定期間末 (2013年 2月 8日) 1,151 1,155 0.6882 0.6902

第12特定期間末 (2013年 8月 8日) 880 883 0.5977 0.5997

第13特定期間末 (2014年 2月10日) 779 782 0.6088 0.6108

第14特定期間末 (2014年 8月 8日) 653 655 0.6459 0.6479

2013年10月末日 897 ― 0.6520 ―

　　　11月末日 877 ― 0.6505 ―

　　　12月末日 861 ― 0.6590 ―

2014年 1月末日 783 ― 0.6095 ―

　　　 2月末日 771 ― 0.6139 ―

　　　 3月末日 775 ― 0.6269 ―

　　　 4月末日 775 ― 0.6348 ―

　　　 5月末日 777 ― 0.6531 ―

　　　 6月末日 751 ― 0.6484 ―

　　　 7月末日 677 ― 0.6669 ―

　　　 8月末日 671 ― 0.6766 ―

　　　 9月末日 650 ― 0.6830 ―

　　　10月末日 676 ― 0.6780 ―
 

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）

第1特定期間 2007年 8月31日～2008年 2月 8日 0.0560

第2特定期間 2008年 2月 9日～2008年 8月 8日 0.0120

第3特定期間 2008年 8月 9日～2009年 2月 9日 0.0060

第4特定期間 2009年 2月10日～2009年 8月10日 0.0090

第5特定期間 2009年 8月11日～2010年 2月 8日 0.0120

第6特定期間 2010年 2月 9日～2010年 8月 9日 0.0120

第7特定期間 2010年 8月10日～2011年 2月 8日 0.0120

第8特定期間 2011年 2月 9日～2011年 8月 8日 0.0060

第9特定期間 2011年 8月 9日～2012年 2月 8日 0.0050

第10特定期間 2012年 2月 9日～2012年 8月 8日 0.0040

第11特定期間 2012年 8月 9日～2013年 2月 8日 0.0040

第12特定期間 2013年 2月 9日～2013年 8月 8日 0.0040

第13特定期間 2013年 8月 9日～2014年 2月10日 0.0040

第14特定期間 2014年 2月11日～2014年 8月 8日 0.0040
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③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）

第1特定期間 2007年 8月31日～2008年 2月 8日 △2.03

第2特定期間 2008年 2月 9日～2008年 8月 8日 △5.25

第3特定期間 2008年 8月 9日～2009年 2月 9日 △56.44

第4特定期間 2009年 2月10日～2009年 8月10日 69.22

第5特定期間 2009年 8月11日～2010年 2月 8日 △0.70

第6特定期間 2010年 2月 9日～2010年 8月 9日 6.42

第7特定期間 2010年 8月10日～2011年 2月 8日 3.65

第8特定期間 2011年 2月 9日～2011年 8月 8日 △9.67

第9特定期間 2011年 8月 9日～2012年 2月 8日 △0.65

第10特定期間 2012年 2月 9日～2012年 8月 8日 △4.68

第11特定期間 2012年 8月 9日～2013年 2月 8日 30.21

第12特定期間 2013年 2月 9日～2013年 8月 8日 △12.57

第13特定期間 2013年 8月 9日～2014年 2月10日 2.53

第14特定期間 2014年 2月11日～2014年 8月 8日 6.75

 

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第1特定期間 2007年 8月31日～2008年 2月 8日 4,165,920,967 237,202,242

第2特定期間 2008年 2月 9日～2008年 8月 8日 476,013,949 555,028,882

第3特定期間 2008年 8月 9日～2009年 2月 9日 59,002,177 393,757,475

第4特定期間 2009年 2月10日～2009年 8月10日 144,008,895 235,825,366

第5特定期間 2009年 8月11日～2010年 2月 8日 163,619,272 492,467,087

第6特定期間 2010年 2月 9日～2010年 8月 9日 94,952,991 369,046,283

第7特定期間 2010年 8月10日～2011年 2月 8日 55,429,660 359,783,208

第8特定期間 2011年 2月 9日～2011年 8月 8日 24,654,128 295,860,761

第9特定期間 2011年 8月 9日～2012年 2月 8日 30,230,549 286,526,365

第10特定期間 2012年 2月 9日～2012年 8月 8日 36,533,439 141,427,414

第11特定期間 2012年 8月 9日～2013年 2月 8日 12,277,153 222,146,497

第12特定期間 2013年 2月 9日～2013年 8月 8日 13,151,396 214,174,000

第13特定期間 2013年 8月 9日～2014年 2月10日 10,116,307 201,784,170

第14特定期間 2014年 2月11日～2014年 8月 8日 7,295,214 276,707,966

 

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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（参考）

エマージング株式マザーファンド

以下の運用状況は2014年10月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 メキシコ 59,496,081 9.01

ブラジル 61,982,811 9.39

チリ 63,697,354 9.65

ペルー 61,683,724 9.34

ハンガリー 61,760,978 9.35

香港 18,251,040 2.76

タイ 62,304,732 9.43

フィリピン 62,884,599 9.52

インドネシア 63,714,350 9.65

中国 46,525,375 7.05

インド 63,171,474 9.57

小計 625,472,518 94.72

投資証券 メキシコ 3,769,375 0.57

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 31,127,474 4.71

合計（純資産総額） 660,369,367 100.00
 

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国・

地域
種類 銘柄名 業種

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

ペルー 株式 CREDICORP LTD 銀行 2,200 16,267.60 35,788,731 17,225.42 37,895,932 5.74

ハンガ
リー

株式 OTP BANK PLC 銀行 15,620 1,725.22 26,948,091 1,813.18 28,321,950 4.29

ハンガ
リー

株式 RICHTER GEDEON NYRT 医薬品・バ
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ

ンス

10,639 1,689.91 17,979,028 1,681.11 17,885,366 2.71

ペルー 株式 SOUTHERN COPPER CORP(US) 素材 5,600 3,487.34 19,529,108 3,107.44 17,401,680 2.64

ハンガ
リー

株式 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS

PL

エネルギー 3,004 5,226.89 15,701,600 5,177.65 15,553,662 2.36

メキシコ 株式 AMERICA MOVIL-ADR SERIES L 電気通信
サービス

4,500 2,464.52 11,090,356 2,621.97 11,798,879 1.79

タイ 株式 KASIKORNBANK PCL-NVDR 銀行 13,300 732.48 9,741,984 782.88 10,412,304 1.58
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インドネ
シア

株式 PT BANK CENTRAL ASIA 銀行 80,500 105.56 8,497,580 118.30 9,523,150 1.44

チリ 株式 S.A.C.I. FALABELLA 小売 10,818 863.83 9,345,008 798.96 8,643,203 1.31

チリ 株式 ENERSIS S.A. -SPONS ADR 公益事業 4,900 1,848.93 9,059,803 1,741.78 8,534,752 1.29

インドネ
シア

株式 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 自動車・自
動車部品

130,000 69.84 9,079,525 62.79 8,162,700 1.24

香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信
サービス

6,000 1,236.87 7,421,224 1,326.10 7,956,630 1.20

中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD ソフトウェ
ア・サービ

ス

4,500 1,809.03 8,140,635 1,718.79 7,734,555 1.17

チリ 株式 EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP

ADR

公益事業 1,500 4,997.93 7,496,897 5,132.41 7,698,629 1.17

インドネ
シア

株式 TELEKOMUNIKASI INDONESIA

PER

電気通信
サービス

304,100 24.47 7,444,063 25.11 7,637,775 1.16

ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF

ADR

銀行 4,720 1,667.69 7,871,540 1,612.76 7,612,251 1.15

メキシコ 株式 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP

ADR

食品・飲
料・タバコ

700 10,182.83 7,127,984 10,453.99 7,317,798 1.11

チリ 株式 EMPRESAS COPEC SA エネルギー 5,496 1,341.63 7,373,618 1,323.92 7,276,291 1.10

フィリピ
ン

株式 AYALA LAND INC 不動産 87,300 76.30 6,661,165 80.67 7,043,015 1.07

タイ 株式 PTT PCL-NVDR エネルギー 5,800 1,095.36 6,353,088 1,189.44 6,898,752 1.04

インドネ
シア

株式 BANK RAKYAT INDONESIA 銀行 69,200 98.28 6,800,976 98.50 6,816,719 1.03

タイ 株式 SIAM COMMERCIAL BANK P-

NVDR

銀行 11,500 611.52 7,032,480 591.36 6,800,640 1.03

インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT

FINANCE

銀行 3,473 1,848.32 6,419,250 1,916.45 6,655,865 1.01

メキシコ 株式 GRUPO TELEVISA SA-SPONS

ADR

メディア 1,700 3,766.50 6,403,060 3,883.75 6,602,387 1.00

ブラジル 株式 AMBEV SA-ADR 食品・飲
料・タバコ

9,200 733.69 6,749,996 713.99 6,568,710 0.99

タイ 株式 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 電気通信
サービス

8,200 715.68 5,868,576 789.60 6,474,720 0.98

インド 株式 INFOSYS LTD-SP ADR ソフトウェ
ア・サービ

ス

900 6,316.57 5,684,914 7,133.34 6,420,007 0.97

ペルー 株式 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-

ADR

素材 5,800 1,337.22 7,755,923 1,101.05 6,386,112 0.97

フィリピ
ン

株式 PHILIPPINE LONG DISTANCE

TEL

電気通信
サービス

830 7,324.01 6,078,936 7,571.87 6,284,660 0.95

フィリピ
ン

株式 JG SUMMIT HOLDINGS INC 資本財 40,500 128.79 5,215,995 155.03 6,278,877 0.95

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率
 

 

種類 国内／国外 業種 投資比率(％)

株式 国外 エネルギー 9.45

素材 9.47

資本財 3.67

運輸 2.04

自動車・自動車部品 2.15

消費者サービス 0.47

メディア 1.00

小売 1.31

食品・生活必需品小売り 2.49
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食品・飲料・タバコ 6.63

家庭用品・パーソナル用品 1.50

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.97

銀行 30.68

各種金融 0.97

保険 1.62

不動産 2.54

ソフトウェア・サービス 4.20

テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.25

電気通信サービス 6.65

公益事業 3.66

投資証券 ― ― 0.57

合　　計 　 　 95.29
 

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
 

≪参考情報≫

EDINET提出書類

日興アセットマネジメント株式会社(E12430)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

25/30



第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】
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（５）【その他】

＜更新後＞

⑥　運用報告書の作成

・委託会社は、年２回（２月、８月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証

券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書

（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。

ホームページ アドレス　　http://www.nikkoam.com/

＜更新後＞

⑦　関係法人との契約について

　・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満

了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間

延長されるものとし、以後も同様とします。

　・投資顧問会社とのマザーファンドにおける投資顧問契約は、当該ファンドの信託期間終了まで存続しま

す。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大

な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
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第３【ファンドの経理状況】

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2014年10月31日現在です。

【エマージング１０】

【純資産額計算書】

 

 

Ⅰ　資産総額 679,496,639円　

Ⅱ　負債総額 2,915,345円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 676,581,294円　

Ⅳ　発行済口数 997,921,510口　

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6780円　
 

（参考）

エマージング株式マザーファンド

純資産額計算書

 

 

Ⅰ　資産総額 660,625,438円　

Ⅱ　負債総額 256,071円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 660,369,367円　

Ⅳ　発行済口数 697,335,830口　

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9470円　
 

EDINET提出書類

日興アセットマネジメント株式会社(E12430)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

28/30



第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

（１）資本金の額

平成26年10月末現在 資本金 17,363,045,900円

 発行可能株式総数 230,000,000株

 発行済株式総数 197,012,500株

 

●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

 

（２）会社の意思決定機関（平成26年10月末現在）

・株主総会

株主総会は、取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な

事項の決定を行ないます。

当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事

業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日

（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。

当社の取締役会は10名以内の取締役で構成され、取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、代表取

締役若干名を選定します。

・監査役会

当社の監査役会は５名以内の監査役で構成され、監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって

常勤の監査役を選定します。

 

（３）運用の意思決定プロセス（平成26年10月末現在）

１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。

２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策

定します。

３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ

の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、

発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。

５．運用に関するリスク・パフォーマンスの評価と分析および法令など遵守状況のモニタリングとリスクの

管理については、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを

運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行

なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
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・委託会社の運用する、平成26年10月末現在の投資信託などは次の通りです。

種　類 ファンド本数
純資産額

（単位：億円）

投資信託総合計 541 100,448

　 株式投資信託 486 79,007

　 　 単位型 76 2,109

　 　 追加型 410 76,897

　 公社債投資信託 55 21,441

　 　 単位型 39 358

　 　 追加型 16 21,082

投資法人合計 1 42

 

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜更新後＞

（３）投資顧問会社

名　　称
資本金の額

（平成26年3月末現在）
事業の内容

日興アセットマネジメント アジア リ

ミテッド
44百万シンガポールドル

資産運用に関する業務を営

んでいます。

 

２【関係業務の概要】

＜更新後＞

（３）投資顧問会社

マザーファンドの運用に関する情報提供および投資助言を行ないます。

３【資本関係】

＜更新後＞

（３）投資顧問会社

日興アセットマネジメント株式会社の100％子会社である持株会社が、日興アセットマネジメント アジ

ア リミテッドの発行済株式総数の100％を保有しております。（平成26年3月末現在）
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